
※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

１．件名：新型転換炉原型炉の廃止措置計画に係る面談 

 

２．日時：令和４年９月６日（火）１６時００分～１６時０４分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門 

上野管理官補佐、荒井安全審査専門職 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

敦賀廃止措置実証本部 副本部長 他１名 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．配布資料 

なし 
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別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 それではですね、本日の面談を開始いたします。本日お越しいただきま
してありがとうございました。で、本日お越しいただきました理由はで
すね、今年 4 月に提出されました。 

0:00:11 以前の廃止措置計画変更認可申請書、こちらについて我々からコメント
ございますので、それをお伝えするために教えていただきました。 

0:00:19 コメントの内容ですけれども、申請書での機器の説明に関する記載、こ
ちらの一部が実態に即していないのではないかというものになってま
す。 

0:00:27 具体的には、申請書 10 ページ、こちらで今回導入する再生廃液処理
系、こちらの冷却装置の内の冷却塔に関する記載がございましてここ
の、 

0:00:38 Ｂ設計方針の 1、冷却塔をですね、これ、冷却能力は原子炉補機冷却系
による冷却能力と同等以上のものを 2 個、 

0:00:49 飛田でございます。 
0:00:50 この記載の場合ですね、もともとの原子炉補機冷却系による冷却能力、

これは復籍 2 個分の冷却ですね、こちらの冷却塔 2 個設置するというこ
とで冷却能力をもとに倍にするようにしか読めないというふうに我々考
えております。 

0:01:05 一方、本申請書の中ではですね、除熱対象である復水器一戸当たり、こ
ちらに必要となる除熱量が示されておりまして、さらにそれに対する冷
却塔の冷却能力の仕様、こちらもあわせて示されております。 

0:01:18 そちらを見ると、冷却塔日本よりもともとの原子炉冷却系による冷却能
力と同等以上となっていることから、先ほどのですね、冷却塔の冷却能
力の記載として終わるように読めております。 

0:01:30 で、そこで先ほどの申請書の 10 ページの記載に戻りまして、この冷却
能力はからの記載が我々の認識通りですね、実態に即していないのであ
れば、申請書の修正が必要と思われますが、原子力機構としてはいかが
でしょうか。 

0:01:44 ここの記載につきましては、冷却系が 2 系統あると。 
0:01:52 いうことが前提となっておりまして、 
0:01:58 そこが明確に、 
0:02:02 わかる記載になっていれば、必ずしもこれで、今ご指摘の、その二倍に

なると、いうようなことではないと。 
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0:02:12 いうことがわかると思うんですが、ここにあるように、そういうことが
全く書いていない 

0:02:20 いうことで、 
0:02:23 規制庁さんのご指摘は、正しい、最もだと思っている状況でございま

す。 
0:02:30 これにつきましてはやっぱり、 
0:02:34 誤解を受けるということ。 
0:02:37 ありますので、修正補正になりますかね、させていただきたいと考えて

おります。 
0:02:45 承知いたしました補正の準備をお願いいたします。 
0:02:50 はい。規制庁からは特に他にはよろしいでしょうか。 
0:02:54 ざっくりとでいいんですが、 
0:02:57 スケジュール的にはどれ、どれぐらいの 
0:03:00 目安に社内手続きを組んで、 
0:03:03 そうですねが出されるとね。 
0:03:06 衛藤間宮角安川です。 
0:03:09 本日そういった指示いただきましたので、速やかに機構内、周知しまし

てですね。 
0:03:17 今週中に手続きを来週、 
0:03:22 中には手続きをやって、20 日 1、 
0:03:25 お金になる。 
0:03:27 を考えて、 
0:03:28 思います。 
0:03:31 承知いたしました。 
0:03:33 他にはよろしいでしょうか、現状機構からも特に。はい。それでは本日

の面談を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうござい
ました。 

 


